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はしがき

　本書は、下請法に関わる企業の視点から、下請法のコンプライアンスに関
して知っておくべき注意点を業種別にまとめた入門書です。
　下請法は多くの企業に関係する法律ですが、下請取引の実態や商慣習は、
業界によって異なります。下請法のコンプライアンスを進めようとする企業
にとって重要なのは、まずは自己の業界で問題となりやすいポイントを的確
かつ効率的に把握することでしょう。また、下請法について企業から相談を
受ける弁護士にとっては、通り一遍の説明ではなく、クライアントの業界に
応じた適切なアドバイスを提供したいところです。
　こうした問題意識に基づき、本書では、下請法が問題となりやすい17業種
について、Q&A形式で各業種に特有の論点を採り上げ、解説しています
（第₂編）。また、各業種に共通する下請法のエッセンスを抽出し、それを取
引の段階ごとに整理して、下請法の全体像を把握しやすいようにしています
（第₁編）。第₁編と第₂編は、いずれからでも読んでいただけるよう、相互
のリファレンスを設けています。
　本書の第₂編は、様々な業種向けに実施している下請取引講習会（中小企
業庁委託事業）の講師を務めてきたメンバーが分担して執筆しました。執筆
にあたっては、こうした講習会や日々の法律相談で接した生の声をできる限
り活かすことを心掛けました。
　本書は株式会社学陽書房の大上真佑氏のアイデアがなければ生まれません
でした。大上氏の熱意あるお誘いと丁寧なご校閲に、深甚の謝意を表します。

　　令和₃年₃月
編著者　　　　　　　
長澤哲也・小田勇一
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凡例

下請、下請法　　　下請代金支払遅延等防止法（昭和31年法律第120号、最
終改正：平成21年法律第51号）

独禁、独禁法　　　私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和
22年法律第54号、最終改正：令和元年法律第45号）

民、民法　　　　　民法（明治29年法律第89号、最終改正：令和元年法律第
34号）

著作、著作権法　　著作権法（昭和45年法律第48号、最終改正：令和₂年法
律第48号）

下請法施行令　　　下請代金支払遅延等防止法施行令（平成13年政令第₅
号、改正：平成15年政令第452号）

三条書面規則　　　下請代金支払遅延等防止法第₃条の書面の記載事項等に
関する規則（平成15年公取委規則第₇号、改正：平成21
年公取委規則第₃号）

遅延利息規則　　　下請代金支払遅延等防止法第₄条の₂の規定による遅延
利息の率を定める規則（昭和37年公取委規則第₁号、改
正：昭和45年公取委規則第₁号）

五条書類規則　　　下請代金支払遅延等防止法第₅条の書類又は電磁的記録
の作成及び保存に関する規則（平成15年公取委規則第8
号、改正：平成21年公取委規則第₄号）

下請法運用基準　　下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準（平成15年
公取委事務総長通達第18号、改正：平成28年公取委事務
総長通達第15号）

振興基準　　　　　振興基準（令和₂年経産省告示第102号）
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2 下請法が適用される当事者

　下請法では、一方が他方に対して優越的地位にあるかどうかについて、資
本金の額（株式会社以外の法人事業者については出資総額）を基準に形式
的・画一的に判断されます。

2-1  資本金による基準

　ある事業者が下請法による規制の対象となるかどうかは、図表₁－₁のと
おり、その事業者の資本金の額と、取引の相手方の資本金の額によって決定
されます（下請₂条₇項・₈項）。下請法による規制の対象となる事業者を
親事業者といい、その取引の相手方を下請事業者といいます。資本金のない
法人の場合には、出資の総額といった固定的な財産において判断されます。

■図表１－１　資本金による下請法適用区分

原　則 サービス提供※

【親事業者】

3億円超

3億円以下
1000万円超

1000万円以下

【下請事業者】

3億円以下
又は個人

1000万円以下
又は個人

（下請法不適用）

【親事業者】

5000万円超

5000万円以下
1000万円超

1000万円以下

【下請事業者】

5000万円以下
又は個人

1000万円以下
又は個人

（下請法不適用）

※役務提供（運送、倉庫保管、情報処理を除く)､
　情報成果物作成（プログラム作成を除く)

　資本金基準については、サービスの提供（役務提供、情報成果物作成）を
業務内容とする取引に関し、特例が設けられています。サービスの提供業務
は人を資本とするものであり、製造業等と比べて資本金の額が低い傾向にあ
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るためです。それが当てはまらない一部のサービス業務（運送、倉庫保管、
情報処理、プログラム作成）については、原則どおりの資本金基準によって
下請法が適用される当事者となるか否かが判断されます。特例の資本金基準
に該当するか否かは、受注する業務内容によって決定され、受注者の業種に
よって決まるものではありません。外形上は一個の取引であっても、製造と
サービス提供の両方を委託するような場合、委託する業務内容ごとにそれぞ
れの資本金基準によって下請法の適用当事者となるかどうかが判断されま
す。複数の業務が一体不可分のものとして発注された場合には、いずれかの
業務内容に関する資本金基準に該当すれば、その取引全体に下請法が適用さ
れることになります。

2-2  トンネル会社が介在している場合の適用

　直接の発注者が親事業者としての資本金基準を満たさないとしても、図表
₁－₂のように、本来親事業者となるべき親会社のトンネル会社として機能
している場合には、親会社に代わって直接の発注者（トンネル会社）が下請

10 建材・住宅設備産業　Q10-2［メンテナンス業務の外注］175頁
13 印刷産業　Q13-1［デザインと印刷の一括発注］201頁
16 アニメーション産業　Q16-1［個人のアニメーターに対する発注］230頁

■図表１－２　トンネル会社規制

受託者
（1000万円超3億円以下）

親事業者
とみなす

託
委
再

委託

支配

親会社
（3億円超）

トンネル会社
（1000万円超3億円以下）
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3 化学産業

＜化学産業における下請取引の特徴＞

　化学産業は、ナフサ、食塩等を基礎原料とし、エチレン、プロピレン、苛
性ソーダ、硫酸等の基礎化学品が製造され、次に基礎化学品を原材料とし
て、プラスチック、合成ゴム、合成繊維、溶剤等の中間化学品が、さらに中
間化学品を原材料として、自動車部材、電子部材、化学肥料、塗料等の最終
化学品が製造されるなど、素材から製品までを対象とする非常に広範に及ぶ
産業です。基礎化学品市場（川上市場）は資本集約型の市場であり、大企業
が多いのに対し、中間化学品市場（川中市場）・最終化学品市場（川下市場）
では、大小様々な企業が付加価値の高い機能性素材や最終化学品を製造販売
しています。
　化学産業においては、規格品の販売取引が多いとされていますが、委託合
成（化学品の合成委託、中間体の製造委託等）、仕様・処方を指定しての原
材料供給、混練・配合の委託、完成品の製造委託、試作品の製造委託、充
塡・包装・梱包工程の委託、構内作業の委託等の委託取引が行われていま
す。当該委託取引は下請法の「製造委託」に該当する取引が多いところ、ノ
ウハウ保護の観点から配合比等を詳らかにできないといった事情や、基礎原
料価格が大きく変動しやすいこと、複雑化する化学物質規制への対応が必要
であること等が下請法との関係で悩ましい問題を生じさせます。
　経済産業省「化学産業適正取引ガイドライン」（平成22年₆月策定、令和
元年₅月最終改訂）は、化学産業における委託取引の実態を踏まえ、下請法
の観点からの問題点等を整理しており、参考になります。



第₂編　業種別にみる　重要論点Q&A……95

指定容器による規格品の取引

化学品メーカーである当社（親事業者）は、自社が販売する化学品の製
造に使用するため、下請事業者である原材料メーカーから揮発性の原材
料を購入しています。購入する原材料は規格品（在庫品）ですが、それ
を当社が指定する容器に入れ、納品してもらっています。この取引に下
請法の適用はあるのでしょうか。なお、当該取引について当社と原材料
メーカーとの間では売買契約書を締結しています。

　原材料自体は規格品（在庫品）ですが、親事業者指定の容器に封入した形
での揮発性の原材料を購入する取引は通常製造委託に該当し、本件取引には
下請法が適用されると考えられます。なお、下請法の対象取引に当たるか否
かは取引の実態に基づき判断されますので、契約書の名称が売買契約書であ
るからといって、下請法の適用が否定されるものではありません。

（₁）　規格品取引と製造委託
　製造「委託」（下請₂条₁項）とは、事業者が他の事業者に対し、物品等

（物品、その半製品、部品、附属品、原材料およびこれらの製造に用いる金
型）の仕様等を指定して製造（加工を含む）を依頼することです。
　すなわち、「委託」というためには、発注者が規格・品質・形状・デザイ
ン・ブランド等の指定をするなどし、発注者自らが製造（加工を含む）に何
らかの形で関与することが必要とされています（☞関連解説3-1〔業務の
「委託」〕21頁）。そのため、規格品を購入することは、原則として「委託」
には該当しませんが、その一部でも自社向けの加工等をさせた場合には「委
託」に該当することになります。たとえば、規格品に対し刻印を打つ、社名
を印刷するといったことでも「委託」に当たります。さらに、規格品であっ
ても、発注者から発注を受けてから生産される受注生産品であって需要が少
なく容易に他に転売できないような場合には、当該発注は「委託」に該当す

Ｑ3-1

A

解説



172……10 建材・住宅設備産業

10 建材・住宅設備産業

＜建材・住宅設備産業における下請取引の特徴＞

　建材・住宅設備産業は、住宅に関わる多種多様な商品・役務を取り扱う産
業であり、その取扱商品が非常に多い点に特徴があります。同産業において
は、施主を頂点としてピラミッド式に、施主と工事請負契約を締結したゼネ
コン・ハウスメーカー・工務店等（以下「ゼネコン等」といいます）、ゼネ
コン等と建材・住宅設備の製造委託契約や売買契約を締結する一次下請事業
者、さらに一次下請事業者と製造委託契約や売買契約を締結する二次下請事
業者、という形で多層構造が形成されています。
　多層構造が形成されている結果、たとえば、建設工事において、施主の都
合や人手不足により工期に遅れが生じた場合、当該建設工事に使用する建
材・住宅設備の発注内容の変更・受領拒否・支払遅延が生じやすく、下請法
上の問題が生じやすい産業分野ともいえます。また、多数のカタログ品が存
在し、購買取引が存在する一方で、それが工事の施工との関係において切断
等加工されるため製造委託取引にもなり、それらの部材を用いて工事が行わ
れるなど、購買、製造委託、工事等が密接に絡む取引形態となっているた
め、下請法の適用の見極めが難しいという特徴もあるといえるでしょう。こ
の特徴を一層際立たせているのが、建設業法の存在であり、下請取引に建設
業法が適用されるのか、それとも下請法が適用されるのかという悩ましい問
題を生じさせます。
　経済産業省「建材・住宅設備産業取引ガイドライン」（平成20年₃月策定、
平成31年₃月改訂。以下「建材等下請ガイドライン」といいます）は、上記
のような業界の特徴を踏まえ、同産業における下請法の問題を整理してお
り、参考になります。



第₂編　業種別にみる　重要論点Q&A……173

据付工事と建設業法・下請法

住宅設備機器の卸売を営む当社（資本金10億円）は、施主からリフォー
ム工事（内装仕上工事）を請け負い、その中には住宅設備機器の据付工
事が含まれていました。当社は、住宅設備機器の製造業者である A社
（資本金₁億円）に対し、施主の注文に応じた当該住宅設備機器の加工
とその据付工事（配管工事を含む）を委託しました。当社・A社間の取
引は下請法の適用があるのでしょうか。

　住宅設備機器の加工の委託については、下請法が適用されます。他方、配
管工事を含む据付工事の委託については、建設業法に定める「建設工事」に
該当し、建設業法が適用され、下請法は適用されないと考えられます。
　住宅設備機器の加工と配管工事を含む据付工事を一体不可分の取引として
発注した場合、当社は、下請法の適用のある住宅設備機器の加工部分につい
て下請法違反とならないよう、取引全体として下請法を意識した対応が必要
になります。

（₁）　住宅設備機器の加工
　事業者が業として顧客に販売する物品の製造（加工も含まれます）を他の
事業者に委託することは製造委託に該当し（下請₂条₁項）、資本金₃億円
超の事業者と資本金₃億円以下の事業者は親事業者・下請事業者の関係に立
ちます（☞関連解説3-2⑵〔製造委託〕24頁、2-1〔資本金による基準〕16
頁）。
　設問では、住宅設備機器の卸売を営む事業者（資本金10億円）が顧客に販
売する住宅設備機器の加工を他の事業者（資本金₁億円）に委託しているこ
とから、製造委託に該当し、かつ、資本金基準を満たします。
　したがって、設問における住宅設備機器の加工の委託には、下請法が適用
されます。
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